
介護福祉士 

国 
(財)社会福祉振興・試験センター 
※国の指定を受けた介護福祉士の登録機関 

試験合格後～ 
｢介護福祉士登録証｣
交付申請 

｢介護福祉士
登録証｣交付 

登録喀痰吸引等事業者 

都道府県 

介護福祉士 

登録変更申請 
※「実地研修修了証明書」 
 を添付。 
※種類別の実地研修の修了 
 の都度行う。 

管理体制イメージ ※H23.9.2会議資料より 

介護福祉士の登録 就業～｢実地研修｣の実施 ｢実地研修修了｣の登録 

｢実地研修｣実施～ 
｢実地研修修了証明書｣交付 

「実地研修修了」 
状況の報告 

～介護福祉士が、喀痰吸引等業務を行えるまでのステップ～ 

介護福祉士
（Ｈ27年
度国家試験
合格者～） 

介護福祉士
（上記以外

の者） 

喀痰吸引等業務の実施～ 
登録変更の申請 
～「登録簿」への付記 

H28年4月～ 

就業～「実地研修」受講 
試験 
～登録 

喀痰吸引等業務の実施～ 
※認定特定行為業務従事者として 

H27年4月～H38年3月 

「喀痰吸引等研修」受講 
 ～『認定証』の交付 

試験等
～登録 

喀痰吸引等業務の実施～ 
※介護福祉士として 

「特定登録証」申請 
～｢登録簿｣への付記 

H24年4月～ 

1 

国 
(財)社会福祉振興・試験センター 
※国の指定を受けた介護福祉士の登録機関 

指導監督 

【登録基準】 
・実地研修未実施の介護福祉士に対す 
 る実地研修の実施 
・実地研修を受けていない行為 
 を介護福祉士に行わせてはならない。 


